
　

昭
和
の
時
代
、

お
昼
の
テ
レ
ビ
番

組
で
心
霊
特
集
が

放
送
さ
れ
、
興
味

と
怖
い
も
の
半
々

で
見
て
い
た
「
あ

な
た
の
知
ら
な
い

世
界
」
。
夜
に
放

送
を
思
い
出
し
、

怖
く
て
ト
イ
レ
に
も
行
け
な
く

な
っ
た
子
供
時
代
の
経
験
を
今

で
も
思
い
だ
す
懐
か
し
い
番
組

だ
っ
た
。
海
外
の
現
実
離
れ
し

た
ホ
ラ
ー
映
画
と
は
違
い
、
視

聴
者
の
心
霊
体
験
を
再
現
し
た

ド
ラ
マ
だ
け
に
、
身
近
に
体
験

し
て
し
ま
う
の
で
は
と
恐
怖
を

よ
り
強
く
感
じ
た
▼
世
界
で
は
、

飢
餓
、
難
民
、
人
種
差
別
、
そ

し
て
児
童
労
働
、
人
身
取
引
、

貧
困
に
よ
る
臓
器
売
買
が
今
も

現
実
で
、
罪
の
な
い
人
々
が
苦

し
み
、
命
を
落
と
し
て
い
る
。

海
外
で
テ
レ
ビ
の
向
こ
う
側
で

起
こ
っ
て
い
る
出
来
事
で
、
自

分
に
は
関
係
な
い
と
背
を
向
け

る
人
も
多
い
だ
ろ
う
▼
虐
待
、

貧
困
、
餓
死
な
ど
人
的
被
害
は

今
や
日
本
で
も
頻
繁
に
報
道
さ

れ
る
時
代
と
な
っ
た
。
も
は
や

自
分
と
は
無
関
係
で
は
片
づ
け

ら
れ
な
い
身
近
な
課
題
に
焦
り

と
危
機
感
を
抱
く
▼
新
聞
、
テ

レ
ビ
の
情
報
が
主
だ
っ
た
昭
和

時
代
か
ら
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る

情
報
が
容
易
に
手
に
入
る
時
代

と
な
っ
た
。
個
々
の
ア
ン
テ
ナ

を
高
く
し
、
日
本
そ
し
て
世
界

が
平
和
で
安
心
し
て
生
活
で
き

る
環
境
を
目
ざ
し
て
い
く
た
め

に
、
あ
な
た
の
知
ら
な
い
世
界

を
発
見
し
よ
う
。

　

▲達増知事からのビデオメッセージ

▲要求書を提出後交渉する公務
　員連絡会交渉団（右下は川本人事院総裁）

▲交流レクリエーションで交流を深め笑顔の参加者

休暇制度紹介コーナー⑦

（特別休暇の一種）
夏季休暇

【制度概要】
　夏季における盆等の諸行
事、心身の健康の維持・増
進又は家庭生活の充実のた
め勤務しない場合に取得で
きます。

【取得期間】
　7月～9月の週休日等を除く原則として
連続する5日の範囲内

【岩手県職労以外の夏季休暇日数】
　3日：北海道ほか
　4日：雫石町、住田町、青森県ほか
　5日：奥州市、北上市、花巻市ほか
　6日：山形県、山口県光市ほか

【おさえておきたいポイント】
　1暦日ごとに分割が可能です。
ただし、時間単位の分割はで
きません。
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６
月
21 
日
、
公
務
員
連
絡
会
は
川
本
人
事
院
総
裁
に
対
し
23 

人
事
院
勧
告
の
要
求
書
を
提
出
、
闘
争
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

課
題
は
大
幅
賃
上
げ
実
現
と
生
涯
賃
金
削
減
が
目
論
ま
れ
る
給

与
制
度
見
直
し
の
阻
止
。
ヤ
マ
場
は
交
渉
支
援
を
配
置
し
て
臨

む
７
月
26 
日
人
事
院
給
与
局
長
交
渉
。
要
求
実
現
に
向
け
取
り

組
み
を
強
化
し
よ
う
。

【
賃
金
改
善
】

　

連
合
春
闘
結
果
で
３
・
66
％

の
ア
ッ
プ
が
実
現
さ
れ
て
お

り
、
高
齢
層
を
含
め
た
全
職
員

に
対
す
る
月
例
給
・
一
時
金
引

上
げ
を
強
く
求
め
た
。

【
社
会
と
公
務
の
変
化
に
応
じ

た
給
与
制
度
の
整
備
】

　

人
事
院
が
23
人
事
院
勧
告
で

骨
子
案
を
示
す
と
し
た
こ
と
に

関
し
、
若
年
層
を
含
め
た
処
遇

改
善
、
中
高
齢
層
職
員
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
・
向
上
と

い
う
点
を
意
識
し
た
内
容
と
な

る
よ
う
強
く
求
め
た
。

【
23 
人
事
院
勧
告
の
焦
点
】

　

月
例
給
で
は
、
20
年
以
上
に

わ
た
り
賃
金
据
え
置
き
と
な
っ

て
い
る
高
齢
層
職
員
を
含
め
た

全
世
代
の
引
上
げ
実
現
で
き
る

か
が
焦
点
だ
。

　
「
社
会
と
公
務
の
変
化
に
応

じ
た
給
与
制
度
の
整
備
」
は
、

２
０
２
１
年
に
成
立
し
た
定
年

延
長
法
の
附
則
に
あ
る
、
60
歳

前
後
の
給
与
水
準
に
関
し
、
定

年
延
長
後
の
給
与
水
準
と
連
続

と
な
る
よ
う
に
設
定
と
い
う
制

度
設
計
の
具
体
化
が
想
定
さ
れ

る
。
定
年
延
長
制
度
を
悪
用
し

た
高
齢
層
職
員
の
賃
金
抑
制
に

よ
る
全
世
代
の
生
涯
賃
金
削
減

が
想
定
さ
れ
る
。
当
然
容
認
で
き

ず
、阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
今
後
の
取
り
組
み
】

　

６
月
に
人
事
院
総
裁
あ
て
要

請
署
名
に
取
り
組
ん
だ
。
全
国

の
仲
間
の
切
実
な
署
名
を
背
景

に
７
月
26
日
の
ヤ
マ
場
・
人
事

院
給
与
局
長
交
渉
で
改
善
回
答

を
求
め
て
い
く
。
人
事
院
交
渉

が
佳
境
を
迎
え
る
。
引
き
続
き

の
結
集
を
要
請
す
る
。

賃
上
げ
に
向
け
本
格
交
渉
ス
タ
ー
ト
へ

７
・
26　

人
事
院
給
与
局
長
交
渉
が
ヤ
マ
場

　

６
月
24
日
、
自
治
労
岩
手
県

本
部
主
催
で
新
入
組
合
員
・
新

規
採
用
者
交
流
会
が
ホ
テ
ル
エ

ー
ス
盛
岡
で
開
催
さ
れ
、
県
内

の
新
規
採
用
者
を
含
む
33
人
が

参
加
し
、
県
職
労
か
ら
15
人
が

参
加
し
た
。

　

主
催
者
あ
い
さ
つ
の
後
、
達

増
拓
也
知
事
よ
り
「
皆
さ
ん
に

は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
を
大
事
に
し

な
が
ら
公
共
の
た
め
に
働
き
、

公
共
の
た
め
に
働
き
な
が
ら
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
を
充
実
さ
せ
る
こ

と
を
仲
間
と
力
を
合
わ
せ
て
実

現
し
、
世
の
た
め
人
の
た
め
自

分
の
た
め
に
働
く
楽
し
さ
を
感

じ
て
ほ
し
い
」
と
ビ
デ
オ
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
い
た
だ
い
た
。

　

講
演
で
は
、
県
本
部
青
年
部

よ
り
「
労
働
組
合
を
知
ろ
う
」

と
題
し
て
労
働
組
合
と
は
何
か
、

ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
の

か
、
改
善
ま
で
の
流
れ
、
労
働

組
合
は
必
要
な
の
か
、
自
分
た

ち
の
働
き
方
に
労
働
組
合
が
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
参
加
者
へ

訴
え
た
。
ま
た
、
県
本
部
日
蔭

書
記
次
長
よ
り
「
じ
ち
ろ
う
共

済
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、
保

障
は
本
当
に
必
要
な
の
か
、
じ

ち
ろ
う
共
済
の
各
種
制
度
の
特

徴
、
な
ぜ
労
働
組
合
が
お
す
す

め
す
る
の
か
に
つ
い
て
講
演
し

て
い
た
だ
い
た
。

　

交
流
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で

は
５
チ
ー
ム
に
分
か
れ
て
自
己

紹
介
を
し
た
後
、
チ
ー
ム
内
の

共
通
点
を
た
く
さ
ん
探
す
ゲ
ー

ム
や
チ
ー
ム
対
抗
で
チ
ー
ム
の

中
に
い
る
一
人
を
対
象
者
と
し
、

「
対
象
者
な
ら
、
目
玉
焼
き
に

は
ソ
ー
ス
、
ケ
チ
ャ
ッ
プ
、
醤

油
の
何
を
か
け
る
か
？
」
な
ど

の
問
題
を
出
し
て
、
チ
ー
ム
が

予
想
す
る
答
え
と
対
象
者
の
回

答
が
一
致
し
た
ら
得
点
で
き
る

と
い
う
十
人
十
色
ゲ
ー
ム
を
行

っ
た
。
白
熱
し
た
チ
ー
ム
戦
が

繰
り
広
げ
ら
れ
、
各
単
組
の
参

加
者
と
交
流
を
深
め
た
。

　

こ
れ
ま
で
コ
ロ
ナ
禍
で
交
流

す
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
つ
な
が
り
を
求
め
る

若
手
が
増
え
て
い
る
。
青
婦
部

と
し
て
も
今
後
、
交
流
の
場
を

作
り
、
つ
な
が
り
を
広
げ
て
い

く
中
で
加
入
促
進
に
も
取
り
組

む
。
各
支
部
に
お
い
て
も
引
き

続
き
の
加
入
促
進
の
取
り
組
み

を
お
願
い
す
る
。

新
入
組
合
員
・

　

新
規
採
用
者
交
流
会
開
催

教
え
て
！
労
働
組
合
と
共
済

２
０
２
３
自
治
労

岩
手
県
本
部

回
答
期
限
は
７
月
21
日
（
金
）
ま
で

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
!!

　県職労総合共済では、組合員と家族の生活支援及び不安解消のため、
顧問弁護士による無料法律相談事業を実施し、１事案につき初回に限り、
無料で法律相談を受けられる仕組みを設けています。

※無料となるのは初回相談のみです。継続的な相
談や具体の対応に関する費用は、相談者の負担と
なります。

①「法律相談を受けたい」旨、県職労本部へご連
絡ください。
　（相談案件を確認するもので、詳細内容をお話
いただく必要はありません）
②県職労本部から弁護士へ相談の連絡をします。
③相談者から直接弁護士へ相談いただきます。

無料法律相談事業のお知らせ
県 職 労 総 合 共 済

相談の流れ

山中法律事務所
山中  俊介 弁護士

担当弁護士



　

６
月
20
日
、
盛
岡
市
議
会
６

月
定
例
会
で
、県
職
労
組
織
内
・

野
中
や
す
し
盛
岡
市
議
会
議
員

が
、
今
任
期
中
最
後
と
な
る
14

回
目
の
一
般
質
問
に
登
壇
し

た
。
質
問
通
告
は
、「
交
通
安

全
対
策
に
つ
い
て
」
と
「
障
が

い
者
へ
の
差
別
の
解
消
に
つ
い

て
」
の
２
項
目
で
あ
っ
た
。

交
通
安
全
対
策

【
質
問
】
２
０
２
１
年
６
月
の

千
葉
県
八
街
市
に
お
け
る
通
学

路
の
事
故
を
き
っ
か
け
に
、
通

学
路
の
一
斉
点
検
が
行
わ
れ
、

25
か
所
が
危
険
な
場
所
と
し
て

判
定
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
対

策
予
定
時
期
が
２
０
２
４
年
度

以
降
と
な
っ
て
い
る
４
箇
所
に

つ
い
て
、
対
策
の
見
通
し
を
示

　

３
支
部
で
役
員
選
挙
が
行
わ

れ
、
花
巻
支
部
は
６
月
30
日
、

一
関
支
部
が
７
月
３
日
、
久
慈

支
部
が
７
月
10
日
に
そ
れ
ぞ
れ

新
体
制
を
確
立
し
た
。

役
職
・
氏
名
は
次
の
と
お
り
。

【
花
巻
支
部
】

支
部
長

樋
澤
慶
一
朗
（
花
巻
土
木
セ
ン
タ
ー
）

副
支
部
長

佐
藤　

結
子（
保
健
福
祉
環
境
セ
ン
タ
ー
）

書
記
長

大
村　

雄
哉
（
花
巻
県
税
セ
ン
タ
ー
）

書
記
次
長

小
野　

演
彦
（
総
務
・
審
査
指
導
監
）

執
行
委
員

小
澤　

明
美
（
花
巻
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
）

藤
澤
由
美
子
（
花
巻
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
）

藤
森
亜
紀
子
（
保
健
福
祉
環
境
セ
ン
タ
ー
）

長
澤　

萌
基
（
花
巻
県
税
セ
ン
タ
ー
）

泉
田　

宏
之
（
花
巻
空
港
事
務
所
）

山
本　
　

研
（
遠
野
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
）

及
川　
　

敦
（
遠
野
土
木
セ
ン
タ
ー
）

会
計
監
事

多
田　

敬
子
（
保
健
福
祉
環
境
セ
ン
タ
ー
）

菅
原　

伸
恵
（
花
巻
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
）

【
一
関
支
部
】

支
部
長

佐
藤　

淳
精
（
一
関
土
木
セ
ン
タ
ー
）

副
支
部
長

坂
下　

藤
子
（
保
健
福
祉
環
境
セ
ン
タ
ー
）

石
井　

望
夢
（
農
村
整
備
セ
ン
タ
ー
）

書
記
長

小
野
寺
恒
子
（
総
務
セ
ン
タ
ー
・
審
査
指
導
監

）

書
記
次
長

岩
渕　

久
代
（
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
）

執
行
委
員

川
村　

和
彦
（
県
税
セ
ン
タ
ー
）
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花
巻
・
一
関
・
久
慈
支
部
が
体
制
確
立

新
年
度
の
活
動
を
ス
タ
ー
ト

さ
れ
た
い
。

【
関
係
部
局
長
等
答
弁
】
歩
行

空
間
の
確
保
等
の
対
策
を
２
０

２
４
年
度
ま
で
に
は
実
施
す
る

方
向
で
あ
る
。

【
質
問
】
自
転
車
で
通
学
せ
ざ

る
を
得
な
い
子
ど
も
た
ち
も
多

い
。
通
学
路
の
優
先
整
備
が
必

要
で
あ
る
。
所
見
を
示
さ
れ
た

い
。

【
関
係
部
局
長
等
答
弁
】
市
道

に
お
け
る
自
転
車
専
用
通
行
帯

は
11
・
９
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ
り
、

こ
の
う
ち
小
中
学
校
の
通
学
路

は
８
．
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ

る
。
小
学
校
は
概
ね
徒
歩
通
学

で
あ
る
。
自
転
車
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
計
画
全
体
の
中
で
検
討
し
た

い
。

障
が
い
者
差
別
の
解
消

【
質
問
】
障
が
い
者
差
別
解
消

法
が
一
部
改
正
さ
れ
、
２
０
２

４
年
４
月
１
日
に
施
行
さ
れ

る
。
車
い
す
利
用
者
の
た
め
の

店
舗
の
段
差
解
消
や
、
知
的
障

が
い
者
の
た
め
の
専
門
用
語
を

使
わ
な
い
説
明
等
の
「
合
理
的

配
慮
」
が
義
務
と
な
る
。
民
間

事
業
者
へ
の
周
知
に
つ
い
て
所

見
を
示
さ
れ
た
い
。

【
関
係
部
局
長
等
答
弁
】
県
と

連
携
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作

成
や
、
商
工
会
議
所
の
協
力
を

得
て
会
報
に
よ
る
周
知
を
行
う

等
の
準
備
を
進
め
て
い
る
。
相

談
窓
口
も
今
後
設
置
す
る
。

【
質
問
】
障
が
い
者
差
別
の
解

消
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て
、

市
長
の
決
意
を
示
さ
れ
た
い
。

【
市
長
答
弁
】
障
が
い
者
差
別

の
解
消
に
対
応
で
き
る
よ
う
、

取
り
組
ん
で
い
く
。

野中やすしの一般質問
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～笑顔かがやく街づくりのために～

佐
々
木
春
彦
（
農
村
整
備
セ
ン
タ
ー
）

佐
々
木　

勝
（
一
関
土
木
セ
ン
タ
ー
）

菊
地　

寛
人
（
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
）

和
賀　

佳
子
（
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
）

小
野
寺
正
敏
（
千
厩
土
木
セ
ン
タ
ー
）

尾
形　

哲
哉
（
児
童
相
談
所
）

会
計
監
事

佐
藤  

秀
俊
（
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
）

外
舘　

光
一
（
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
）

【
久
慈
支
部
】

支
部
長

北
崎　

秀
典
（
水
産
部
）

副
支
部
長

本
間　

崇
志
（
土
木
部
）

書
記
長

多
田
野　

修
（
林
務
部
）

書
記
次
長

坂
本　

透
信
（
経
営
企
画
部
）

執
行
委
員

刈
屋　
　

亨
（
保
健
福
祉
環
境
部
）

千
田　
　

裕
（
久
慈
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

）

佐
藤　

浩
幸
（
農
政
部
農
村
整
備
室
）

会
計
監
事

小
田　

尚
美
（
保
健
福
祉
環
境
部
）

中
村　

栄
一
（
農
政
部
農
村
整
備
室
）

▲樋澤花巻支部長

▲佐藤一関支部長

▲北崎久慈支部長

　

地
方
公
務
員
に
対
す
る
選
挙
運
動
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
公
選

法
に
若
干
の
規
定
と
、
地
公
法
に
36
条
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

そ
れ
は
地
方
公
務
員
に
対
す
る
選
挙
運
動
の
全
面
禁
止
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は

な
く
、
一
般
市
民
と
そ
れ
程
の
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
問
で
は
、
公
選
法
に
よ
る

制
限
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
ま
す
。

　

公
選
法
上
で
い
う
「
選
挙
運
動
」
と
は
「
①
特
定
の
選
挙
に
お
い
て
、②
特
定

の
候
補
者
の
当
選
を
得
又
は
得
せ
し
め
る
た
め
に
、③
選
挙
人
に
働
き
か
け
る
行

為
」
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
意
味
で
の
選
挙
運
動
で
は
以
下
の
例
外
を
除

け
ば
、
地
方
公
務
員
と
一
般
市
民
と
の
間
に
何
の
差
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

以
下
に
例
外
を
列
記
し
ま
す
。

　

ア 

非
現
業
職
員
の
立
候
補
制
限
。
非
現
業
職
員
は
公
職
の
候
補
者
に
な
る
こ
と

が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
（
公
選
法
89
条
１
項
）。
非
現
業
職
員
が
公
職
の
候
補
者

と
し
て
届
出
を
し
、
又
は
推
薦
届
出
を
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
の
日
に
職
員

を
辞
め
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
（
公
選
法
90
条
）。
し
か
し
、
現
業
職
員
及
び

企
業
職
員
は
制
限
を
受
け
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
職
員
は
在
職
の
ま
ま
立
候
補
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

イ 

特
定
公
務
員
の
選
挙
運
動
の
禁
止
（
公
選
法
１
３
６
条)

。
選
挙
管
理
委
員

会
の
職
員
、
警
察
官
及
び
徴
税
吏
員
は
在
職
中
選
挙
運
動
を
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
（
投
票
管
理
者
や
開
票
管
理
者
に
つ
い
て
は
公
選
法
１
３
５
条
１
項
で
在
職
中

Q

A

公職選挙法との関係で、地方公務員が選挙運動
を行う際の注意点を教えて下さい。

は
で
き
ま
せ
ん
）。

　

な
お
、
消
防
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
定
は
該
当
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

ウ 

地
位
利
用
に
よ
る
選
挙
運
動
の
禁
止
（
公
選
法
１
３
６
条
の
２
）。
地
方
公
務
員
は
、

一
般
職
、
特
別
職
を
問
わ
ず
、
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
選
挙
運
動
を
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
地
位
を
利
用
し
た
選
挙
運
動
類
似
行
為
（
公
職
の
候
補
者
の
推

薦
に
関
与
す
る
行
為
、
選
挙
運
動
の
企
画
に
関
与
す
る
等
の
行
為
、
後
援
団
体
の
結
成
の
準

備
に
関
与
す
る
等
の
行
為
、
刊
行
物
の
発
行
等
を
す
る
行
為
な
ど
）
は
禁
止
行
為
に
該
当
し

ま
す
。

　

エ 

教
育
者
の
地
位
利
用
の
選
挙
運
動
の
禁
止
（
公
選
法
１
３
７
条
）。

　

オ 

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
な
ろ
う
と
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
選
挙
区
に
お
い

て
職
務
上
の
旅
行
等
の
機
会
を
利
用
し
て
選
挙
人
に
あ
い
さ
つ
を
す
る
こ
と
等
の
事
前
運
動

が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
（
公
選
法
２
３
９
条
の
２
、
１
２
９
条
）。

　

以
上
ア
か
ら
オ
が
地
方
公
務
員
と
一
般
市
民
と
で
異
な
る
公
選
法
上
の
規
制
で
す
。
ウ
、

オ
は
主
と
し
て
、大
き
な
意
思
決
定
権
限
を
持
つ
公
務
員（
官
僚
）に
つ
い
て
問
題
と
な
る（
官

僚
の
在
職
中
の
選
挙
運
動
が
世
間
の
ひ
ん
し
ゅ
く
を
買
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
）の
で
あ
っ

て
、
自
治
労
組
合
員
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
た
が
っ
て
、
自
治
労
組
合
員
と
し
て
は
、
注
意
す
る
の
は
イ
に
つ
い
て
く
ら
い
で
す
。

イ
の
職
員
は
、③
の
「
選
挙
人
に
働
き
か
け
る
行
為
」
は
し
な
い
で
、
選
挙
運
動
類
似
行
為
に

と
ど
め
る
べ
き
で
し
ょ
う
。


